
【参照条文】

○ 道路交通法（昭和35年法律第105号）（抄）

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

一～三の二 （略）

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これ

に類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩

道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄

りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものを

いう。

四～九 （略）

十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力

を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車で

あつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをい

う。

十一～二十三 （略）

（通行区分）

第十七条 車両は、歩道又は路側帯（以下この条において「歩道等」という。）

と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただ

し、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等

を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩

道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行する

ときは、この限りでない。

２ （略）

３ 二輪又は三輪の自転車（側車付きのもの及び他の車両を牽（けん）引して

いるものを除く。）以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、

道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断

することができる。

４～６ （略）

（軽車両の路側帯通行）

第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通
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行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯（軽

車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除

く。）を通行することができる。

２ 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方

法で進行しなければならない。

（車両通行帯）

第二十条 （略）

２ 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に

規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行

の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

３ （略）

（普通自転車の歩道通行）

第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定に

かかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安

全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指

示したときは、この限りでない。

一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることと

されているとき。

二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道

を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であ

るとき。

三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自

転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することが

やむを得ないと認められるとき。

２ 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分

（道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分（以

下この項において「普通自転車通行指定部分」という。）があるときは、当

該普通自転車通行指定部分）を徐行しなければならず、また、普通自転車の

進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならな

い。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定

部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応

じた安全な速度と方法で進行することができる。
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〇 道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）（抄）

（普通自転車により歩道を通行することができる者）

第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる

とおりとする。

一 児童及び幼児

二 七十歳以上の者

三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体

の障害として内閣府令で定めるものを有する者

〇 道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）（抄）

（原動機付自転車の総排気量等の大きさ）

第一条の二 法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの

及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量について

は〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その

他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力に

ついては〇・二五キロワットとする。

〇 平成二年総理府告示第四十八号（道路交通法施行規則第一条の二の規定に

よる原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、

道路交通法第二条第一項第十号の総理府令で定める大きさが総排気量につい

ては〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとされる

こととなる三輪以上のもの）（平成二年総理府告示第四十八号）（抄）

（略）

車室を備えず、かつ、輪距（二以上の輪距を有する車にあっては、その輪距

のうち最大のもの）が〇・五〇メートル以下である三輪以上の車及び側面が構

造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三

輪の車


